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 介護職員の処遇改善につきましては、これまで平成 23年度までの介護職員処遇改善交付金に始まり 

平成 24年度処遇改善加算、令和元（2019）年 10月介護職員等特定処遇改善加算、令和 4年度 10月介護

職員等ベースアップ支援加算が創設されました。令和 6（2024）年の介護報酬改定において、従前の加算を

一本化し新しい加算率及び分配方法の介護職員等処遇改善加算へ移行致しました。 

 

 

◆ 当該加算を算定するにあたり、以下の 3つの要件を満たしている必要があります。 

 

 A 現行の介護職員処遇改善加算（以下「現行加算」という）の（Ⅰ）～（Ⅳ）までを取得していること。 

 B 現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。 

 C 現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。 

 Cの「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、

介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。 

 

◆ 見える化要件に基づき、加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

を下記に公開致します。 

 

 

【対象事業所（施設）及び加算の取得状況】 

 

事業所（施設）名 種    別 介護職員等改善加算 

いきいきハウス日吉町 
（介護予防含む） 

認知症対応型共同生活介護 
（Ⅱ） 

いきいきハウス池尻 〃 （Ⅱ） 

川崎町 笑顔の家 
（介護予防含む） 

小規模多機能型居宅介護 
（Ⅱ） 

 



【職場環境等要件項目及び当法人としてのへの取組について（令和 7年度）】 

 

 職場環境要件項目 法人の取組 

入職促進に向けた

取        組 

・他産業からの転職者、主婦層、中高

年齢者等、経験者・有資格者等にこ

だわらない幅広い採用の仕組みの構

築 

 

① 不定期にハローワークにて、採用

活動とともに介護についての説

明会、もしくは担当者を通して説

明を実施している。 

② 法人の方針として、年齢・資格・経験

にかかわらず積極的に採用していく

旨を明記している。 

・職業体験の受入れや地域行事への参加

や主催等による職業魅力度向上の取組の

実施 

① 地元中学・高校生の職業体験や介護

福祉系学校及び職業訓練校からの

介護実習を積極的に受け入れてい

る。 

資質の向上や 

キャリアアップに 

向けた支援 

・働きながら介護福祉士取得を目指す

者に対する実務者研修受講支援や、

より専門性の高い介護技術を取得しよ

うとする者に対する喀痰吸引、認知症

ケア、サービス提供責任者研修、中堅

職員に対するマネジメント研修の受講

支援等  

① 資格取得制度として、実務者研修等

の受講料を負担する制度を準備して

いる。 

② 例年、認知症実践者研修やリーダー

研修等の受講推薦を 2名以上行って

いる。 

・上位者・担当者等によるキャリア面談

など、キャリアアップ等に関する定期的

な相談の機会の確保  

① 年に 2 回、今後のキャリアプランを

一緒に考える面談を確保してい

る。 

両立支援・多様な

働き方の推進 

・有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識

作りのため、具体的な取得目標を定めた

上で、取得状況を定期的に確認し、身近

な上司等からの積極的な声かけを行って

いる 

① 有給を取得しやすいよう、同職種

間で定期的に交流を行い、有給

時には同職種間で補いあう取り組

みを行っている。 

② 有給所得率 60％以上を目標に定期

的に取得状況を確認し管理職者から

の積極的な声掛けを行っている。 



・職員の事情等の状況に応じた勤務シフト

や短時間正規職員制度の導入、職員の希

望に即した非正規職員から正規職員への

転換の制度等の整備 

① 職員の事情等を勘案し、時短勤

務や状況に応じた勤務シフトの配

慮を行っている。 

② 正規職員登用制度を導入し、パ

ート労働者を含む全従業者へ周

知を図っている。 

腰痛を含む 

心身の健康管理 

・介護職員の身体の負担軽減のため

の介護技術の修得支援、介護ロボット

やリフト等の介護機器等導入及び研

修等による腰痛対策の実施  

① 介助リフト・入浴用リフト・外出用昇降

機設備等を導入し、移乗動作等の負

担軽減を図っている。 

② 利用者と職員にとって負担の無い

介護技術の研修を導入している。 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等

の作成等の体制の整備  

① 介護における事故・苦情だけでな

く、職員や職場内での事故やトラ

ブルを想定したマニュアルを整備

している。 

生産性向上のため

の業務改善の取組 

・厚生労働省が示している「生産性向上

ガイドライン」に基づき、業務改善活動の

体制構築を行っている 

① 外部研修会等の活用。 

② ワークシート等を活用し、現場の見

える化を促進している。 

・５S 活動（業務管理の手法の１つ。整

理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字を

とったもの）等の実践による職場環境

の整備  

① ５S 活動の制度を導入し、毎日チ

ェック表で守れているかを確認する

整備を実施している。 

・業務手順書の作成や、記録・報告

様式の工夫等による情報共有や作業

負担の軽減  

① 業務手順書や共有ノートの活用に

より業務の効率化を図っている。 

・タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や

見守り機器等の介護ロボットやセンサー等

の導入による業務量の縮減 

① ICT 化を進め、見守り機器等の介

護ロボットの導入を積極的に実施

している。 



やりがい・働きがい

の醸成 

・利用者本位のケア方針など介護保

険や法人の理念等を定期的に学ぶ機

会の提供  

① 職責・職務に応じた法人内研修の実

施。 

② 各施設（事業所）内での勉強会の実

施。 

・ケアの好事例や、利用者やその家族

からの謝意等の情報を共有する機会

の提供  

① 法人内の連絡会議を通して、情報の

共有化を図っている。 

② 外部評価機関による家族アンケート

等の活用。 

 


